
1

市、他都市および国の状況について

平成２３年１１月２１日（月） 会議兼応接室

資料１

１ 秋田市の公文書等の管理の現状

文書の作成から保存、廃棄まで
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秋田市文書取扱規程による文書事務のながれ

１ 作成・取得

２ 編 集

３ 保 管

４ 保 存

５ 保存期間満了

６ 廃 棄

（歴史資料の選定）

文書事務のながれ（１ 作成・取得）

１ 作成・取得

２ 編 集

３ 保 管

４ 保 存

５ 保存期間満了

６ 廃 棄

（歴史資料の選定）

主任は、第８条の規定により
配付された文書および持参
その他特別な理由により課
等において直接受け取った
文書を直ちに次により収受
しなければならない。（文書
取扱規程第１０条）

文書の起案は、起案用紙を
用いるものとする。ただし、
軽易な事案については、付
せん又は文書の余白を利用
して処理することができる。
（文書取扱規程第１０条）
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文書事務のながれ（２ 編 集）

１ 作成・取得

２ 編 集

３ 保 管

４ 保 存

５ 保存期間満了

６ 廃 棄

（歴史資料の選定）

文書は、別に定める文書分
類表に従って分類し、完結
月日の順序に編集のうえ、
索引を付して成冊する。（文
書取扱規程第２６条）

大分類

中分類

小分類
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文書事務のながれ（３ 保 管）

１ 作成・取得

２ 編 集

３ 保 管

４ 保 存

５ 保存期間満了

６ 廃 棄

（歴史資料の選定）

成冊した簿冊は、表紙に年
度、文書簿冊名、課等名、分
類コード、保存期間その他
必要な事項を記載のうえ、完
結の属する年度の翌年度末
日まで主務課等において保
管するものとする。 （文書取
扱規程第２６条２項）

年度

文書簿冊名

課名

文書分類コード

保存期間
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文書事務のながれ（４ 保 存）

１ 作成・取得

２ 編 集

３ 保 管

４ 保 存

５ 保存期間満了

６ 廃 棄

（歴史資料の選定）

一定期間保存を必要とす
るものについては、その保
存を文書法制課長に引き
継ぐものとする。ただし、特
別の理由により主務課等
で保存することが適当と認
められるものについては、
この限りでない。（文書取
扱規程第２７条）
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文書事務のながれ（４ 保 存）

（１） 保存期間

① 永年保存

② １０年保存

③ ５年保存

④ １年保存

総合書庫内部
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総合書庫内部

研修棟書庫内部
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分館地下書庫内部

山王別館１階書庫内部
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河辺市民サービスセンター書庫内部

書庫５

雄和市民サービスセンター書庫５
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雄和市民サービスセンター書庫５内部

雄和市民サービスセンター書庫４内部
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雄和市民サービスセンター書庫３内部

文書量調査結果（H23.6.1現在） 保管・保存場所別文書量（再掲） 保存年限別文書量（再掲）

部局名
職員数
（人）

文書量
（fm）

1人当たり
（fm/人）

執務室内
（fm）

執務室外
（fm）

個人保管
（fm）

1年以下
（fm）

それ以外
（fm）

永年
（fm）

総務部 139 1,916.1 13.78 550.4 1,199.3 166.4 114.2 754.2 1,047.7 

企画財政部 192 2,399.4 12.50 745.7 1,374.1 279.6 79.1 1,804.3 516.0 

市民生活部 339 3,908.2 11.53 1,081.3 2,568.4 258.5 112.0 3,443.9 352.3 

福祉保健部 147 1,944.2 13.23 804.8 912.6 226.8 73.4 1,506.9 363.9 

保健所 84 746.6 8.89 312.1 285.9 148.6 59.7 634.0 52.9 

食肉衛生検査所 20 90.8 4.54 38.0 33.2 19.6 4.4 77.6 8.8 

子ども未来部 191 779.1 4.08 367.5 254.9 156.7 78.7 643.2 57.2 

環境部 147 691.2 4.70 183.0 418.0 90.2 28.3 503.5 159.4 

商工部 65 364.9 5.61 108.9 135.8 120.2 26.4 264.8 73.7 

農林部 58 823.4 14.20 254.3 463.6 105.5 49.0 685.1 89.3 

建設部 132 1,601.7 12.13 582.5 811.2 208.0 71.4 1,194.5 335.8 

都市整備部 111 1,718.7 15.48 563.9 992.4 162.4 31.5 1,085.2 602.0 

市立病院 28 243.3 8.69 85.0 123.1 35.2 16.2 168.1 59.0 

会計 13 277.3 21.33 81.8 182.9 12.6 5.0 258.1 14.2 

議会事務局 19 307.6 16.19 50.3 222.3 35.0 2.7 167.2 137.7 

選挙管理委員会 7 106.2 15.17 56.0 38.5 11.7 0.0 97.7 8.5 

監査委員 9 69.8 7.76 42.0 7.3 20.5 1.7 65.8 2.3 

農業委員会 14 203.9 14.56 61.0 124.5 18.4 7.5 100.6 95.8 

教育委員会 214 2,987.8 13.96 987.2 1,730.5 270.1 148.4 1,689.6 1,149.8 

秋田公立美術工芸短期大学 17 159.7 9.39 61.5 81.2 17.0 3.5 148.9 7.3 

消防 398 1,310.5 3.29 383.9 649.8 276.8 111.6 620.5 578.4 

上下水道局 228 2,522.9 11.07 913.9 1,372.9 236.1 24.2 1,888.0 610.7 

総計 2,572 25,173.3 9.79 8,315.0 13,982.4 2,875.9 1,048.9 17,801.7 6,322.7 
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文書事務のながれ（５ 保存期間満了）

１ 作成・取得

２ 編 集

３ 保 管

４ 保 存

６ 廃 棄

（歴史資料の選定）

総務部文書法制課長は、
各課所室長から廃棄文書
目録が提出されたときは、
速やかに当該廃棄文書目
録の中から歴史資料に該
当する文書を選定するも
のとする。（秋田市歴史資
料の保存等に関する要綱
第３条）

５ 保存期間満了
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５ 保存期間満了

文書事務のながれ（６ 廃棄）

１ 作成・取得

２ 編 集

３ 保 管

４ 保 存

６ 廃 棄

（歴史資料の選定）

主務課長等は、保存文書
が保存期間を経過したとき
は、廃棄文書目録を文書
法制課長に提出し、承認を
受けた後、速やかにこれを
廃棄しなければならない。
文書法制課長にその保存
を引き継いだ保存文書に
ついても、同様とする。（文
書取扱規程第２８条）
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２ 他都市の公文書等の管理の現状
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２００１年３月２３日 宇土市文書管理条例制定

２００４年１２月１７日 ニセコ町文書管理条例制定

２００６年３月３１日 大阪市公文書管理条例制定

２０１１年３月１５日 熊本県行政文書等の管理に関する条例制定

２０１１年３月４日 島根県公文書等の管理に関する条例制定

「公文書管理法」制定前後の地方公共団体の主な動き

３ 国の公文書等の管理の現状
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内閣府資料から抜粋


